
Ⅰ．法人の概要 

 

１．法人情報 

（１）法人名称  学校法人大橋学園 

（２）主たる事務所  愛知県名古屋市中村区亀島二丁目６番１０号 

 

２．建学の精神と教育理念 

建学の精神     「地域を支える次世代を社会に送り出す」 

教育理念    「豊かな人間性と確かな技術 - ユマニテク - 」 

 

３．法人の沿革  （事業報告書巻末に掲載） 

 

４．役員・教職員の概要 

（１）役員   理事８人（内、理事長１人）、監事２人 

令和５年６月１日現在 

職名 氏名 常勤・非常勤の別 内部・外部の別 選任区分（※１） 

理事長 大橋 正行 常勤 内部 第８条１項４号 

理事 星野 正純 常勤 内部 第８条１項１号 

 服部 正巳 常勤 内部 第８条１項１号 

 鈴木 建生 常勤 内部 第８条１項１号 

 中尾 聡 常勤 内部 第８条１項２号 

 藤谷 俊文 非常勤 外部 第８条１項３号 

 大橋 邦子 非常勤 外部 第８条１項３号 

 井口 篤 非常勤 外部 第８条１項３号 

監事 矢野 範子 非常勤 外部  

 島岡 雅之 非常勤 外部  

 ※１．理事選任条項 （学校法人大橋学園 寄附行為 第８条１項各号） 

    理事は、次の各号に掲げるものとする。 

    （１） この法人が設置する学校の学長並びに学校長 

    （２） 評議員のうちから評議員会において選任した者 １人 

    （３） 学識経験者のうちから理事会において選任した者 ３人以内 

    （４） この法人の学園長 

 

（２）役員賠償責任保険契約について 

  本法人は理事会決議（保険内容、契約締結：新規及び更新）により、令和２年度から役員賠償責任

保険契約を締結している。 

  団体契約者  一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 

   引受保険会社  東京海上日動火災保険株式会社 

  被保険者  記名法人  学校法人大橋学園 

   個人被保険者  理事・監事等 



  補償内容  役員等個人に関する補償 法律上の損害賠償金、争訟費用等 

   記名法人に関する補償 法人内調査費用、第三者委員会設置費用等 

  総支払限度額（※１） １億円 

  年額保険料（※１） ９４,０００円 （法人全額負担） 

  ※１．保険期間（令和５年度契約更新期間） ： 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

  ※２．被保険者の法令違反に起因する対象事由等は支払対象外（職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置） 

 

（３）評議員   １７人 

令和５年６月１日現在 

職名 氏名 常勤・非常勤の別 内部・外部の別 選任区分（※１） 

評議員 星野 正純 常勤 内部 第２４条１項１号 

 服部 正巳 常勤 内部 第２４条１項１号 

 鈴木 建生 常勤 内部 第２４条１項１号 

 加藤 直美 常勤 内部 第２４条１項２号 

 後藤 一宏 常勤 内部 第２４条１項２号 

 平松 喜代江 常勤 内部 第２４条１項２号 

 服部 雪代 非常勤 外部 第２４条１項３号 

 澤口 朱里 非常勤 外部 第２４条１項３号 

 中尾 聡 常勤 内部 第２４条１項４号 

 冨田 俊治 非常勤 外部 第２４条１項４号 

 田中 公子 非常勤 外部 第２４条１項４号 

 大西 正宏 非常勤 外部 第２４条１項４号 

 木下 光 常勤 内部 第２４条１項４号 

 黒田 貴司 常勤 内部 第２４条１項４号 

 岩田 壮介 常勤 内部 第２４条１項４号 

 杉本 佳史 常勤 内部 第２４条１項４号 

 大橋 正行 常勤 内部 第２４条１項５号 

 ※１．評議員選任条項 （学校法人大橋学園 寄附行為 第２４条１項各号） 

    評議員は、次の各号に掲げるものとする。 

    （１） この法人が設置する学校の学長並びに学校長 

    （２） この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者  ３人以内 

    （３） この法人が設置する学校を卒業した者で年齢２５歳以上の者のうちから、理事会において選任した者  ２人 

    （４） 学識経験者のうちから、理事会において選任した者  ８人以内 

    （５） この法人の学園長 

 

 

  



（４）教職員 

                                       令和５年５月１日現在 

学校 
教員 職員 

合計 
専任 兼任 小計 専任 兼任 小計 

名古屋ユマニテク 

 調理製菓専門学校 
３２人 ３９人 ７１人 ７人 ---- ７人 ７８人 

名古屋ユマニテク 

 歯科衛生専門学校 
１４人 ６３人 ７７人 ６人 ---- ６人 ８３人 

ユマニテク短期大学 １２人 ２２人 ３４人 １０人 ---- １０人 ４４人 

計 ５８人 １２４人 １８２人 ２３人 ---- ２３人 ２０５人 

 ※令和５年度学校基本調査 

 

 

５．設置する学校・学科の入学定員、学生数の状況 

（１）設置する学校・学科の定員、学生生徒数 

                     令和５年５月１日現在 

学校 学科 入学定員数 収容定員数 現員数 備考 

名古屋ユマニテク 

 調理製菓専門学校 

調理師専科 ４０人 ８０人 ７８人  

製菓製パン本科 ８０人 １６０人 １５８人  

総合学科(高等課程) ８０人 ２４０人 ２５５人  

名古屋ユマニテク 

 歯科衛生専門学校 
歯科衛生学科 １２０人 ３６０人 ３４８人  

ユマニテク短期大学 幼児保育学科 １００人 ２００人 １２０人  

計 ４２０人 １,０４０人 ９５９人  

 以下の注釈については下記の表も共通 

 ※１．製菓衛生師科（通信課程）：記載省略 

 

（２）過去２年間の国家試験結果（既卒生を除く） 

  製菓衛生師 歯科衛生士 

令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 

受験者数 109 人 106 人 112 人 113 人 

合格者数 106 人 103 人 111 人 111 人 

合格率 97.2％ 97.2％ 99.1％ 98.2％ 

全国平均合格率 ― ― 93.0％ 92.4％ 

※製菓衛生師：資格試験は全国平均合格率の記載を省略（都道府県単位での実施の為） 

 

  



（３）各種認定・指定状況 

高等教育の修学支援制度 

学校 課程・学科名 備考 

名古屋ユマニテク 

調理製菓専門学校 

衛生専門課程 調理師専科  

衛生専門課程 製菓製パン本科  

名古屋ユマニテク 

歯科衛生専門学校 
医療専門課程 歯科衛生学科  

ユマニテク短期大学 幼児保育学科  

 

職業実践専門課程 

学校 課程・学科名 備考 

名古屋ユマニテク 

調理製菓専門学校 

衛生専門課程 製菓製パン本科 

衛生専門課程 調理師専科 
 

名古屋ユマニテク 

歯科衛生専門学校 
医療専門課程 歯科衛生学科  

 ※名古屋ユマニテク調理製菓専門学校の調理師専科は、令和３年度に認定 

 

（４）修学支援制度の状況 

 ①国の高等教育の修学支援新制度 

≪入学金≫ ※支援対象者；新入生（１年次生）のみ 

学校名 
令和 5年度 

備考 
Ⅰ（満額） Ⅱ（2/3） Ⅲ（1/3） 交付金額 

調理製菓 1人 1人 1人 100,100円  

歯科衛生 10人 2人 4人 1,616,800円  

短期大学 4人 0人 0人 1,000,000円  

計 15人 3人 5人 2,716,900円  

 

≪授業料≫ ※支援対象者；新入生（１年次生）および在校生（2 年次生以上） 

【前期】 

学校名 
令和 5年度 

備考 
Ⅰ（満額） Ⅱ（2/3） Ⅲ（1/3） 交付金額 

調理製菓 26人 4人 4人 8,850,300円  

歯科衛生 26人 6人 5人 9,341,900円  

短期大学 19人 4人 3人 6,800,000円  

計 71人 14人 12人 24,992,200円  

 

  



【後期】 

学校名 
令和 5年度 

備考 
Ⅰ（満額） Ⅱ（2/3） Ⅲ（1/3） 交付金額 

調理製菓 24人 8人 2人 8,850,300円  

歯科衛生 29人 3人 4人 9,292,700円  

短期大学 16人 7人 4人 6,600,000円  

計 69人 18人 10人 24,743,000円  

 

【部門別合計金額】 

学校名 
令和 5年度 

入学金 前期授業料 後期授業料 交付金額 

調理製菓 100,100円 8,850,300円 8,850,300円 17,800,700円 

歯科衛生 1,616,800円 9,341,900円 9,292,700円 20,251,400円 

短期大学 1,000,000円 6,800,000円 6,600,000円 14,400,000円 

計 2,716,900円 24,992,200円 24,743,000円 52,452,100円 

 

 

 ②高等課程の生徒・保護者への就学支援制度 

 （ア）国の就学支援制度 

  保護者の収入により、授業料分として月額 9,900円または 33,000円支給される制度。 

  令和 5年度の支給額は、高等課程 255名の生徒に対し、72,646,200円支給。 

  （入金時に授業料収入で受け入れているため、決算書では補助金収入には計上されていません。） 

 

 （イ）愛知県の授業料軽減制度及び入学納付金減免制度 

国の就学支援金制度を補うものとして、保護者の収入により、授業料分として月額 500円から 23,600

円、入学納付金分として 65,000円または 130,000円愛知県から支給される制度。 

令和 5 年度の支給額は、授業料軽減分として 10,474,500 円、入学納付金減免分として、9,815,000

円の合計 20,289,500円支給。 

（県補助金収入として受け入れ、奨学費として支出。） 

 


